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１．航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

米国フラインダタイガー航空会社所属ダグラス式ＤＣ‐８‐６３Ｆ型Ｎ７８２ＦＴは，昭和４９ 

年１０月２１日１１時３９分ころ，那覇空港に着陸の際，滑走路南端から約１，２００メートル内 

側の地点に接地した後，滑走路内で停止しきれず滑走路の右側に逸脱し，滑走路北端から２２０ 

メートルの場周道路上に停止したが，すべての主輪タイヤがパンクし機体は小破した。

同機には３人の乗組員がとう乗していたが，異常はなかった。

１．２　航空事故調査の概要

昭和４９年１０月２２日～２４日　現場調査

１１月１８日～２２日　現場調査

１．３　原因関係者からの意見聴取

昭和５０年３月３日～１９日　意見聴取



２．認定した事実

２．１　飛行の経過

Ｎ７８２ＦＴは，フライングタイガー航空会社の定期貨物便の４５便（東京―那覇―台北―サ 

イゴン）として，機長等３名が乗組み，昭和４９年１０月２１日０９時０８分東京国際空港を 

出発した。

同機は，大島，航空路Ｇ‐８１，沖永良部経由高度３５，０００フィートで飛行を続け，沖繩ア 

プローチから那覇ＧＣＡに移管され，１１時３３分最初の交信を行った。

ＧＣＡは，那覇空港は無風で滑走路湿潤であると通報するとともに，針路３３０度，高度 

１，０００フィートへの降下を指示し，同機は了解し，２，０００フィートから１，０００フィートへの降 

下を通報した。

１１時３６分ころ，ＧＣＡは同機が滑走路３６の最終進入経路上５マイル付近の地点で，「風 

向１５０度，風速７ノット，背風，滑走路湿潤」と通報した後，約４マイル付近で降下を指示 

した。同機は，約２５マイル付近で飛行場を視認した後，１マイルの誘導限界まで誘導を受け 

た後，目視により進入した。着陸に際し，同機は接地点がのび，滑走路南端から約１，２００メー 

トル内側の地点に通常より速い速度で接地した。接地した後，機長は全部の発動機をフルリバ 

ースにし，ブレーキを使用したが，減速の効果が少なくかつ滑りを感じた。

同機は，滑走路を約１，５００メートル滑走し，６０メートルの過走帯をこえ，主輪タイャ全部

（８本）がパンクし，着陸帯北端から約１６０メートルの場周道路上に，機首を右に約８０度変 

えて停止した。

（付図　　　参照）

２．２　人の死亡，行方不明及び負傷

なし

２．３　航空機の破壊に関する情報

小破

２．４　航空機以外の物件の損壊

ローカライザー・アンテナ約３メートルが破損し，約７メートルは変形歪を生じた。障害灯

１灯破損。滑走路ストリップ端のクロスバー３灯破損。飛行場場周フエンス約６０メートル破損。



２．５　乗組員に関する情報

機長　１９１７年６月２７日生

１９５０年８月２８日入社

定期運送用操縦士技能証明　８０３７３‐４１

総飛行時間　１１，５０７時間

ＤＣ‐８飛行時間　３，３１５時間

第１種航空身体検査　１９７４年９月１７日

資格試験　１９７４年２月２０日

路線試験　１９７４年４月２４日

副操縦士　１９３６年５月１２日生

１９６１年１１月２１日　入社

事業用操縦士技能証明　１７８０２３１

総飛行時間　７，２２６時間

ＤＣ‐８飛行時間　４，０５２時間

第１種航空身体検査　１９７４年５月６日

２．６　航空機に関する情報

航空機の型式　ダグラス式ＤＣ‐８‐６３Ｆ型

製造番号　４６００２

製造年月日　１９６８年８月２７日

耐空証明書番号　ＤＭＩＲ　４１４３

総使用時間　２２，８８８時間

前回検査後の総使用時間　１１，０７５時間

航空機の整備は，規定の会社整備規則により行われていた。

東京国際空港出発時の総重量は，３０５，６００ポンドで那覇空港到着時の総重量は，２７１，０００ 

ポンドであり，重心位置は限度内であった。

会社の運航規則によると，那覇空港の滑走路３６に対する昼間の湿潤時における最大の背風 

制限は６ノット，最大許容着陸重量は２７５，０００ポンドであった。ＧＣＡから最後に通報され 

た風向風速は１５０度，７ノットで背風値としては６ノットであった。



２．７　気象に関する情報

那覇航空測候所による観測値は次のとおりである。

１０時５６分：風，静穏，視程１５キロメートル，しゅう雨，雲量雲高６／８，積雲１，２００フィー 

ト，３／８高積雲，１２，０００フィート，気温２６度Ｃ，露天温度２５度Ｃ，ＱＮＨ２９．９５。

１１時４０分（特別観測）：風向風速１４０度，１１ノット，視程２０キロメートル，しゅう雨， 

雲量雲高４／８，積雲１，２００フィート，４／８　高積雲７，０００フィート，７／８高積雲１２，０００フィート。

当日，本州南海上を通る前線は，奄美大島付近から西方にのび，宮古島，石垣島の北部海上

に達しており，前線の南側にあたる沖繩地方の天気は不安定で，２１日の朝から空港では時折 

り俄雨が降っていた。０９時３０分から１０時３０分までの雨量は，２２．５ミリメートルで，しゆ 

う雨，あとは弱いしゆう雨が１６時まで断続して続いた。１０時までの風は，北東５～７ノット 

で弱く視程も悪かったが，１０時すぎてから視程は１０キロメートル以上となった。

空港上空は朝から雲量６／８～８／８，雲高８００～１，２００フィートの積雲があったが，事故時に 

は下層雲４／８　１，２００フィートであった。風向風速は，１１時過ぎてから南東（１４０度）に変 

わり，１１時４０分の特別観測時には１１ノットとなった。その後，風速は急に弱まり，１２時 

すぎから６ノット以下となった。

２．８　航空機またはその部品の損壊に関する情報

タイヤの痕跡は，滑走路北端からオーバーランまでは滑走路中心線にそって残っていた。オ 

ーバーランを超えてからは，徐々に右に偏向し，約８０メートルの地点で前輪と右車輪の痕跡 

が交差しており，その付近にタイヤのゴムの破片が多く散乱していた。さらに，同地点の右 

側に設置してあったローカライザー・アンテナと，４番エンジンとが接触し，エンジン・ポッ 

トの外板にすり傷と小さな穴があいた。

その後，急激に機首を右に変え，飛行場場周フエースに接触し，機首下部及び１番エンジン・ 

ポットの外板にすり傷およびへこみを生じた。

主輪のタイヤは，過走帯を超えたころロックし，それによりスキッドがタイヤの許容を超え 

る深さまで達したため，破壊に至った。前輪タイヤは，進行方向に真横の９０度方向の切り傷 

があったが，パンクしていなかった。

２．９　航空保安施設に関する情報

事故当時は，ＩＬＳ，ＮＤＢ及びＧＣＡ等航法援助施設並びに飛行場管制及び進入管制は，

何れも正常に運用されており，当該機が進入した滑走路３６に対するＧＣＡの進入角度は２．７５



度であった。

事故後，航空局によって実施されたＩＬＳ，ＧＣＡ及びＶＡＳＩＳの飛行検査の結果は，何れも 

許容範囲内であった。

２．１０　通信に関する情報

空対地及び地対空の通信は，正常であった。

２．１１　飛行場及び地上施設に関する情報

滑走路３６／１８は長さ２，７００メートル，幅４５メートル，アスフアルト・コンクリート舗装，過走 

帯は長さ６０メートル，幅４５メートル，コンクリート舗装であり，昭和４８年８月かさ上が完了し 

ていた。

２．１２　飛行記録装置及び音声記録装置に関する情報

Ｎ７８２ＦＴは，ＵＮＩＴＥＤ　ＤＡＴＡ　ＣОＮＴＲОＬ　社製Ｍ／Ｎ５４２‐Ｂ，Ｓ／Ｎ１３２の飛 

行記録装置と，ＵＮＩＴＥＤ　ＤＡＴＡ　ＣОＮＴＲОＬ社製Ｍ／Ｎ５５７，Ｓ／Ｍ　２４２３の音声 

記録装置を装備しており，何れも事故による損害は受けなかった。

飛行記録装置の読取りから接地時の速度は１４８ノットであった。

２．１３　その他の情報

(1)　当該機の接地点については，管制塔の管制官のほか，滑走路付近で巡回検査中の管制技術 

課員２名及び自衛隊の隊員２名が視認しており，これらの証言は，何れも誘導路５の北より 

の滑走路の南端から１，２００メートル付近であった。

(2)　当該機の湿潤時における着陸停止距離は，会社の運航規則から風が静穏の場合は，１，３６０ 

メートル（４，５００フイート），当時与えられていた風向風速が１５０度７ノットの場合は，１，５００ 

メートル（４，９００フイート）であった。

２．１４　試験研究

当該機のタイヤを検査した結果，タイヤの品質が熱による変化は認められず，リバーテッド 

ラバーハイドロプレインの痕跡は，明確ではなかった。タイヤ破損の状況は，比較的低速度に 

おいて，機首が進行方向に対し約２０度傾いた時点で発生したものであった。



３．事実を認定した理由

３．１　解析

Ｎ７８２ＦＴの着陸は，背風でもあったため接地点がのび，接地時における残りの使用可能滑 

走路は約１，５００メートルであった。

当時の航空機の重量，通報された風向風速及び湿潤滑走路としての１５％増の計算から，着 

陸停止距離（リバースなし）は１，５００メートルであるが，当該機は残りの滑走路１，５００メートル 

をすぎてさらに２２０メートル逸脱している。

当該機が，着陸に際して計画していた引き起し開始速度（ＶＲＥＦ５０°）１．３Ｖｓは１４６ノット 

で，会社の運航規則に定められた速度であるが，飛行記録装置による接地時の速度は１４８ノット 

であり，接地速度１．２５Ｖｓ１４０ノットより８ノット速かった。このことは，着陸停止距離は 

計算上リバースなしで１２％（１８０メートル）増加となるが，全エンジンをフルリバースにし 

ており，着陸停止距離の増加は１２％以下であったと考えられる。

当該機のアンチ・スキッド・システム及びブレーキ機構について，整備の記録，機長の供述 

及び当該機の調査から，異常は認められなかった。

当日の雨量は，事故の約１時間前の１０時３０分までは２２．５ミリメートル／時であったが， 

その後の１時間は１ミリメートルと急激に減少しており，滑走路上に多量の水が残っていたと 

は考えられないが，滑走路は湿潤状態であった。

従って，当該機は接地後，滑走路上の湿潤によるビスコース・ハイドロプレンにより，ブレ 

ーキ効果が十分でなかったものと推定される。

気象情報については，ＧＣＡ進入の最初の交信で風は静穏であるとの通報が行われていたが， 

約３分後に着陸承認が与えられた時には背風であるとの通報が行われていた。しかしながら当 

時乗組員は会話中であり，この背風情報を確認せずに進入を継続していたものと認められる。

４．結論

(1)　操縦者は，適正な資格を有していた。

(2)　Ｎ７８２ＦＴは，適正な耐空証明を有しており，事故発生までは正常であった。

(3)　接地点は，進入滑走路南端から１，２００メートル内側の地点であった。

(4)　同機は，通常より速い速度で接地した。



(5)　アンチ・スキッド及びブレーキ機構には異常は認められなかった。

(6)　同機は，当時雨が降っており，湿潤滑走路であるとの情報を得ていた。

(7)　着陸後の地上滑走中に，ハイドロプレーンによりブレーキ効果が十分でなかった。

(8)　乗組員は，最新の背風情報を確認していなかった。

原因

本事故は，背風等の悪条件下にあって，通常の接地点をこえた地点に，通常より速い速度で 

接地し，かつ，ハイドロプレーン現象でプレーキ効果が十分でなかったことによるものと推定 

される。







付図


